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平成 24 年５月 18 日 
各   位 

会 社 名 株 式 会 社 新 日 本 建 物 
代表者名 代表取締役社長兼社長執行役員 

壽 松 木  康 晴 
(コード：８８９３ JASDAQ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ） 

問合せ先 執行役員 管理本部長兼グループ経営企画部長 
佐  藤   啓  明 

（TEL．（０３）５９６２－０７７５） 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年５月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年６月 27 日

開催予定の第 28 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１．変更の目的 

（１） 現本社事務所（東京都渋谷区）を東京都新宿区へ移転することに伴い、賃料の削減及び業務の

効率化を図ることを目的として現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都渋谷区から東京

都新宿区に変更するものであります。本変更につきましては、本店移転日である平成 24 年７月

１日（以下「効力発生日」といいます。）をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設け

るものであります。なお、この附則につきましては、本変更の効力発生日経過後、これを削除さ

れるものであります。 

（２） 平成22年12月22日に発行いたしました譲渡制限種類株式につきまして、平成24年２月３日付で、

その全てについて取得請求権が行使され、普通株式への転換が完了し、当社は、同日付で取得し

た譲渡制限種類株式の全部を消却いたしました。これにより、現行定款に定める譲渡制限種類株

式に関する条文等の削除を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は、変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 
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現行定款 変更案 

（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、２億４，５３

０万株とする。 
２．当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総

数は、次のとおりとする。 
普通株式２億４，５３０万株 
Ａ種優先株式５９９株 
譲渡制限種類株式８７万７，２００株 

（発行可能株式総数および発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、２億４，５３

０万株とする。 
２．当会社の各種類の株式の発行可能種類株式総

数は、次のとおりとする。 
普通株式２億４，５３０万株 
Ａ種優先株式５９９株 

 
（単元株式数） 
第８条  当会社の普通株式および譲渡制限種類株式

の単元株式数は１００株とし、Ａ種優先株式の

単元株式数は１株とする。 

 
（単元株式数） 
第８条  当会社の普通株式の単元株式数は１００株

とし、Ａ種優先株式の単元株式数は１株とす

る。 

 

（優先順位） 

第 11 条の９ 

（１）Ａ種優先株式、譲渡制限種類株式および普通

株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種

優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位と

し、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる

剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位かつ同額とする。）とする。 

（２）Ａ種優先株式、譲渡制限種類株式および普通

株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ

種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位

とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかか

る残余財産の分配を第２順位（それらの間では

同順位かつ同額とする。）とする。 

 

（優先順位） 

第 11 条の９ 

（１）Ａ種優先株式および普通株式にかかる剰余金

の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰

余金の配当を第１順位とし、普通株式にかかる

剰余金の配当を第２順位とする。 

（２）Ａ種優先株式および普通株式にかかる残余財

産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる

残余財産の分配を第１順位とし、普通株式にか

かる残余財産の分配を第２順位とする。 

 

第２章の３ 譲渡制限種類株式 

 

（議決権） 

第 11 条の 10 譲渡制限種類株式を有する株主（以下、

「譲渡制限種類株主」という。）は、株主総会

において議決権を有する。 

（譲渡制限） 

第 11 条の 11 譲渡による譲渡制限種類株式の取得に

ついては、取締役会の承認を要する。 

（取得請求権） 

第 11 条の 12 譲渡制限種類株主は、平成 23 年 12 月

23 日以降いつでも、当会社に対して、普通株

式の交付と引換えに、その有する譲渡制限種

類株式の全部または一部を取得することを請

求することができるものとし、当会社は譲渡

制限種類株主が取得の請求をした譲渡制限種

類株式１株を取得するのと引換えに、普通株

式１株を当該譲渡制限種類株主に対して交付

するものとする。 

（剰余金の配当および残余財産の分配） 

第 11 条の 13 譲渡制限種類株式および普通株式にか

かる剰余金の配当および残余財産の分配につ

いては、第11条の９に定める支払順位に従う。

（種類株主総会） 

第 11 条の 14 当会社が、会社法第３２２条第１項各

号に掲げる行為をする場合には、法令または

本定款に別段の定めがある場合を除き、譲渡

制限種類株主を構成員とする種類株主総会の

決議を要しない。 

 

（削除） 
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現行定款 変更案 

（株式の分割または併合等） 

第 11 条の 15 

（１）当会社は、株式の分割または株式の併合をす

るときは、普通株式および譲渡制限種類株式ご

とに同時に同一の割合でする。 

（２）当会社は、当会社の株主に募集株式の割当て

を受ける権利を与えるときは、普通株主には普

通株式の割当てを受ける権利を、譲渡制限種類

株主には譲渡制限種類株式の割当てを受ける権

利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。 

（３）当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の

割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主

には普通株式を目的とする新株予約権の割当て

を受ける権利を、譲渡制限種類株主には譲渡制

限種類株式を目的とする新株予約権の割当てを

受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与

える。 

（４）当会社は、株式無償割当てをするときは、普

通株主には普通株式の株式無償割当てを、譲渡

制限種類株主には譲渡制限種類株式の株式無償

割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

（５）当会社は、新株予約権無償割当てをするとき

は、普通株主には普通株式を目的とする新株予

約権の新株予約権無償割当てを、譲渡制限種類

株主には譲渡制限種類株式を目的とする新株予

約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時

に同一の割合でする。 

 

 

（新設） 

 

 

（附則） 

（第３条の変更） 

第１条 第３条の変更は、平成24年７月１日をもって

効力を生ずるものとする。 

第２条 前条及び本条は、平成24年７月２日をもっ

て、これを削除するものとする。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日         平成 24 年６月 27 日（水曜日） 

定款変更の効力発生日              平成 24 年６月 27 日（水曜日） 

 

以 上 


